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令和７年

年末調整等研修会
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人事院勧告 ７年４月～ 200円から7,100円の幅で引上げ
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税務行政のDX（年末調整手続・マイナポ連携）

～年末調整手続の電子化及び年調ソフトヘルプデスク～

電話番号：0570-02-4563（ナビダイヤル）

開設時期：９月１日～９月30日（月～金（祝日除く。））

10月１日～12月28日（毎日）

１月４日～１月30日（月～金（祝日除く。））

受付時間：９時～17時

年末残高
証明書

１ これまでの年末調整 ： 紙による作業

6

①勤務先から
年末調整の控除申告書を
書面で受け取る

②控除証明書や扶養親族情報を

年末調整の控除申告書に書面に手書き

扶

保

①保険会社などから
控除証明書を
書面で取得

△△控除
証明書

〇〇保険料
控除証明書

年末残高
証明書

△△控除
証明書

〇〇保険料
控除証明書

従業員

③従業員が
控除申告書・控除証明書を
書面で提出

❖手書き必要！紙の提出必要！

手書き

基･配･特･所

扶

保

基･配･特･所 基･配･特･所
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従業員

年末残高証明書

データ

7

年末調整控除
申告書データ

❖手書き不要！紙の提出不要！

年調ソフト

△△控除証明書

データ

保険料控除証明書

データ

①保険会社などから
控除証明書を
データで取得

証明書データ

③従業員が
控除申告書・控除証明書

をデータで提出

２ これからの年末調整 ： データによる作業

②従業員が年調ソフトにデータ入力し、

年末調整の控除申告書をデータ出力

年末調整控除
申告書データ

証明書データ

自動入力

①公式アプリストアや
国税庁ホームページ

から年調ソフトをダウ
ンロード

8

～保険料に係る電子控除証明書の発行への対応状況（R6.10現在）～

国内の生命保険会社…………33/41社 国内の損害保険会社………13社/19社

契約件数（生命保険料控除）…96.9％ 契約件数（地震保険料控除）…96.1％

税務行政のDX（マイナポ連携）
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① 給与所得控除の改正

② 基礎控除の改正

③ 大学生年代の子の親への特別控除「特定親

族特別控除」の創設

④ 扶養親族等の所得要件の改正

昨年と比べて変わった点

9

10

【改正により税額が０となる給与収入の推移】

●当初（～令和７年11月末まで）
103万 給与所得控除55万 基礎控除48万 税額０ 扶養⇒可

●給与所得控除・基礎控除の各10万円引上げ
123万 給与所得控除65万 基礎控除58万 税額０ 扶養⇒可

●基礎控除の上乗せ特例
160万 給与所得控除65万 基礎控除58万 特例加算37万

税額０ 扶養⇒不可
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①給与所得控除の改正

【給与所得控除額（改正された範囲）】

（注）　給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与の収入金額
給与所得控除額

改正前 改正後

　　　　　　　　　　　　162万5,000円以下 55万円

65万円162万5,000円超　180万円以下

　　　180万円超　190万円以下

その収入金額×40％－10万円

その収入金額×30％＋８万円

12

給与所得控除の改正に伴い、令和７年分以後の「年末調整等のための給与
所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
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②基礎控除の改正

14

☆令和７年以降の基礎控除額の表　

令和7・8年分 令和９年分

　　　　　　　　　　　132万円以下 95万円 95万円

　　132万円超　　336万円以下 88万円

　　336万円超　　489万円以下 68万円

　　489万円超　　655万円以下 63万円

　　655万円超　2,350万円以下 58万円

　2,350万円超　2,400万円以下 48万円 48万円

　2,400万円超　2,450万円以下 32万円 32万円 32万円

　2,450万円超　2,500万円以下 16万円 16万円 16万円

　2,500万円超 0 0 0

基礎控除額

58万円48万円

所得者の合計所得金額 改正前
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③大学生年代の子の親への特別控除「特定親族特別控除」の創設

16

特定親族

特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満
の親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及
び白色事業専従者を除きます。）で合計所得金額が58万円超123
万円以下（注）の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、い

わゆる里子を含みます。

(注) 収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円
以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。
なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除

の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります（年齢19歳以上23
歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。）。

特定親族特別控除
の創設
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★年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族に対する控除のイメージ 

18

④扶養親族や同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする
子の所得要件が、48万円から58万円へ引き上げられました。
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扶養親族等の所得要件の改正

合計所得　48万円以下　⇒　58万円以下

（参考）

　〇収入が給与だけの場合の収入金額　　　

　　103万円以下　⇒　123万円以下

　〇収入が公的年金（65歳未満）だけの場合の収入金額
　　108万円以下　⇒　118万円以下

　〇収入が公的年金（65歳以上）だけの場合の収入金額
　　158万円以下　⇒　168万円以下

20

①従業員の方に、改正により扶養控除の所得要件が48万円以下（給与103万
円以下）から58万円以下（給与123万円以下）となった事で、新たに扶養控除の
対象となる親族がいないか確認してもらう。

②特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から、「給与所得者の
特定親族特別控除申告書」を提出してもらう。

③改正後の基礎控除額や給与所得控除額に基づいて、年調計算をします。

〇12月に年末調整の計算をする際には、改正後の「年末調整のための給与所得控除額の給与等の
金額の表」を使用します。

《令和７年分の年末調整における留意事項》
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１２月からの年末調整に間に合うように、新たに扶養控除の対象
となる扶養親族を有することとなった従業員から扶養控除等（異
動）申告書を提出してもらいます。

扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄

「令和７年12月１日 改正」

21

改正・新設された主な年調関係書類

22

① 基礎控除申告書（改正）

② 特定親族特別控除申告書（新設）
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①

②

①基礎控除申告書の計算の順序

24

令和６年分



13

②特定親族特別控除額の計算の順序

25

特定親族

年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人

特定親族の本年中の合計所得金額の見積額を当てはめ、対応する控
除額を「特定親族特別控除の額」欄に記載する。

26

配偶者（特別）控除は本人の所得1,000万円以下

48万⇒58万
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特定親族は、扶養親族に該当せず、所得金額

調整控除や障害者控除の対象になりません。

28

令和７年分の源泉徴収簿は
特定親族特別控除の控除額の
計算に対応していません

・「年末調整計算シート」（Excel）

・「源泉徴収簿」の余白部分等

を利用するなどして計算してください
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源泉徴収票の改正事項

30

残高証明書方式（現行）
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31

32

「書面交付」の

場合等で空欄の

場合は、金融機

関から交付され

る住宅ローン返

済計画表等を基

に「年末残高」

を記載します。

「電子交付」では「年末残高」と「控除見込額」が記録されます。
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令和７年分の年末調整に係る源泉徴収税額の納期限

34

令和８年１月13日（火）

「納期の特例」の場合 令和８年１月20日（月）

法定調書提出期限 令和８年２月２日（月）
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① ダイレクト納付（利用届を事前に提出）

② インターネットバンキングで納付

③ クレジットカードで納付（手数料あり）

④ スマホアプリで納付（30万円以下）

源泉所得税のキャッシュレス納付

35

納付する税額がない場合でも納付税額０円の

「所得税徴収高計算書」を所轄税務署に提出してください
※ 令和７年１月から、納付税額０円の「所得税徴収高計算書」の写しに
収受日付印の押なつを行わないこととしています

ダイレクト納付やe-Taxを利用すると、自宅やオフィスなどから

簡単に納税や提出ができます（R6.4～自動ダイレクト機能あり）
36

精算の結果、納付すべき税額がなくなった場合
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①「源泉徴収税額表」の改正

②「扶養控除等申告書」の改正

③ 子育て世帯の生命保険料控除の拡充

④ 確定拠出年金に係る退職所得課税の改正

令和８年分の給与等の源泉徴収事務

38
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39

①税額表の改正

40
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令和８年分　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

②扶養控除申告書の改正

令和７年分までは、「控除対象扶養親族」を記載する
ことになっていたが、令和８年分以後は、「控除対象
扶養親族」に、特定親族に該当する人のうち合計所得
金額が100万円以下である人を加えた「源泉控除対象
親族」を記載する。

42
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43

〇令和８年分の 『新生命保険料控除額の計算』 （23歳未満の扶養親族あり）

※ 23歳未満の扶養親族がいない場合は、現行のまま変更ありません。

※ 「一般生命保険」・「介護医療保険」・「個人年金」の合計適用限度額は１２万円のままで、変更ありません。

 ８万円超～ 12万円超～ 一律４万円 一律６万円

 ４万円超～８万円以下  ６万円超～12万円以下
（支払保険料）　× （支払保険料）　×

⅟4　 ＋　 ２万円 ⅟4　 ＋　 ３万円

支払保険料全額 支払保険料全額

 ２万円超～４万円以下  ３万円超～６万円以下
（支払保険料）　× （支払保険料）　×

⅟2　 ＋ 　１万円 ⅟2　 ＋　 15千円

　　　　　　～２万円以下 　　　　　　～３万円以下

保険料（現行） 改正後 控除額（現行） 改正後

③子育て世帯の生命保険料控除の拡充

44

④確定拠出年金に係る退職所得課税の改正
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ご清聴ありがとうございました

武蔵府中税務署

46


